
検討会結果概要 

第３回（平成２３年度 第１回） 

東庄町障害者地域自立支援協議会 就労検討会 

 

 

日 時 平成２３年 ８月３１日（水） 

   午後２時～３時３５分 

場 所 東庄町保健福祉総合センター 

会 議 室 

 

次  第 

 

１．開  会（進行：事務局） 

        ・・・・検討会委員総数検討会委員総数検討会委員総数検討会委員総数１１１１1111 名中名中名中名中、、、、出席出席出席出席 8888 名名名名、、、、欠席欠席欠席欠席 3333 名名名名    

 

２．あいさつ 

        ・・・・東庄町障害者地域自立支援協議会東庄町障害者地域自立支援協議会東庄町障害者地域自立支援協議会東庄町障害者地域自立支援協議会    保立会長保立会長保立会長保立会長    

 

３．議  題（議事進行：保立会長、説明：事務局） 

 （１）第３期東庄町障害者福祉計画（素案）について 

     ・・・・根拠法令根拠法令根拠法令根拠法令、、、、スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール、、、、現行計画現行計画現行計画現行計画、、、、サービスサービスサービスサービス見込見込見込見込みみみみ量量量量にににに対対対対するするするする実績等説明実績等説明実績等説明実績等説明    

        ・・・・笹川笹川笹川笹川なずななずななずななずな工房工房工房工房からからからから新法移行新法移行新法移行新法移行にかかるにかかるにかかるにかかる懸案事項懸案事項懸案事項懸案事項についてについてについてについて提唱提唱提唱提唱されたされたされたされた。。。。    明日(9/1)から笹川なずな工房は、新法の就労継続支援Ｂ型に移行する。ただし、原則として本事業の利用者は、就労移行支援事業を利用した結果、適当と判断された者である。現在は、平成２３年度までの経過措置により就労移行支援を経ずに利用を認める扱いとされているが平成２４年度以降の取扱いについては、現在検討中となっている。仮に延長されなかった場合事業継続が非常に困難である。（H23.7.26 厚生労働省障害福祉課通知） 
  ・障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法(H23(H23(H23(H23 年年年年 6666 月月月月 24242424 日公布日公布日公布日公布))))にににに関関関関するするするする記述記述記述記述をををを追加追加追加追加。。。。    

        ・・・・次回次回次回次回のののの検討会検討会検討会検討会のののの際際際際にににに、、、、各委員各委員各委員各委員からからからから次期次期次期次期計画計画計画計画にににに関関関関するするするする意見意見意見意見をををを持持持持ちちちち寄寄寄寄るるるる。。。。    

 

 （２）その他 

        ・・・・東庄町見守東庄町見守東庄町見守東庄町見守りりりりネットワークネットワークネットワークネットワークについてについてについてについて・・・・平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年８８８８月月月月スタートスタートスタートスタート    

        ・・・・各検討会各検討会各検討会各検討会のののの座長座長座長座長のののの選出選出選出選出についてについてについてについて（（（（保立会長保立会長保立会長保立会長よりよりよりより提案提案提案提案））））・・・・・・・・・・・・今後今後今後今後、、、、検討検討検討検討するするするする 

 

４．そ の 他 

        ・・・・次回検討会次回検討会次回検討会次回検討会（（（（予定予定予定予定））））    

    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年９９９９月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後２２２２時時時時    東庄町保健福祉総合東庄町保健福祉総合東庄町保健福祉総合東庄町保健福祉総合センターセンターセンターセンター    

 

５．閉  会 


